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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】段ボール紙を素材にした内視鏡ケースを提供す
る。
【解決手段】外箱体１０に収容され内視鏡を保持する保
持枠体２０と保持部枠体の枠体表面を覆う仕切り枠体５
０とを備え、段ボール紙を折曲して構成し、角筒部材の
相対向する一方の筒壁部の対で仕切り枠体の外側壁部を
成形し、仕切り枠体の付属品収納室３１の室床部と付属
品の取出し／収納口となる開口部及び当該開口部と室床
部とを繋ぐ室壁部とを成形し、開口部及び室壁部を構成
する筒壁部は、付属品収納室の開口部の輪郭を規定する
ための角丸四角形形状の開口形成部を規定し、隣接する
角丸部間に挟まれた直辺それぞれを折曲線として直辺部
分が固定端となり、直辺から開口形成部の中心側に向か
って自由端が延び、開口形成部の各角丸部及び各突出片
部の各固定端により付属品収納室の開口部を構成し、筒
壁部を構成する段ボール紙の板面縁部と付属品収納室の
開口部との間に所在する筒壁部の開口周縁部には、直辺
部の延長方向に延びるスリットを形成。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　外箱体と、
　前記外箱体に収容され、内視鏡の装置各部の外観形状に合わせた形状の保持部が枠体表
面に複数凹設され、前記外箱体内で内視鏡を保持する保持枠体と、
　前記外箱体に前記保持枠体とともに収容され、前記保持部枠体の前記保持部が複数凹設
された枠体表面を覆う仕切り枠体と、
を備え、
　前記仕切り枠体は、
　段ボール紙を折曲して構成した角筒部材で構成され、
　前記角筒部材の相対向する一方の筒壁部の対で、当該仕切り枠体の外側壁部を成形し、
　前記角筒部材の相対向する他方の筒壁部の対で、内視鏡の付属品を収容する付属品収納
室の室床部を構成する当該仕切り枠体の基底部と、前記付属品収納室に対する付属品の取
り出し/収納口となる開口部及び当該開口部と前記室床部とを繋ぐ室壁部と、を成形し、
　前記他方の筒壁部の対のうちの、前記付属品収納室の前記開口部及び前記室壁部を構成
する側の前記筒壁部は、
　当該筒壁部を構成する段ボール紙の板面上に、前記付属品収納室の前記開口部の輪郭を
規定するための角丸四角形形状の開口形成部を規定し、
　前記開口形成部には、隣接する角丸部間に挟まれた直辺それぞれを折曲線として、前記
直辺部分が固定端となり、前記直辺から前記開口形成部の中心側に向かって自由端が延び
、前記付属品収納室の前記室壁部を構成する突出片部をそれぞれ成形し、
　前記開口形成部の各角丸部及び前記各突出片部の各固定端により前記付属品収納室の前
記開口部を構成し、
　当該筒壁部を構成する段ボール紙の板面縁部と前記付属品収納室の前記開口部との間に
所在する当該筒壁部の開口周縁部には、前記角筒部材の筒幅方向に沿った前記開口形成部
の前記直辺の端部から、当該直辺部の延長方向に延びるスリットを形成した、
内視鏡ケース。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、内視鏡を収納する内視鏡ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像素子等の電子部品が実装されている内視鏡の保管や持ち運びには、通常、内視
鏡を収納しておく内視鏡ケースが利用される。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、外箱（外箱体）と、内視鏡の装置各部(例えば、挿入部、操
作部、連結可撓管、コネクタ）の外観形状に合わせた形状の保持部が複数凹設された下部
緩衝材（保持枠体）と、保持部が複数凹設された下部緩衝材の表面を覆う上部緩衝材（仕
切り枠体）と、を有し、外箱に下部緩衝材及び上部緩衝材を収容する構成の内視鏡ケース
が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献１には、外箱は段ボール紙を素材として構成され、下部緩衝材及び上部
緩衝材は、発泡樹脂を素材として構成されていることが、開示されている。さらに、上部
緩衝材の上面（下部緩衝材との当接面を下面とした場合の上面）には、凹部が設けられ、
この凹部が、上部緩衝材が必要以上に厚くなるのを防止することができるだけではなく、
取扱説明書や部品等を収納するスペースとして利用できることも、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】



(3) JP 3224752 U 2020.1.16

10

20

30

40

50

【特許文献１】特開２０１８－１０８１８３号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に記載の内視鏡ケースにおいても、例えばリサイクルも含めた環
境問題上の観点から樹脂材料の使用を減らす動きがある。そこで、複雑な形状の保持部が
複数凹設された下部緩衝材（保持枠体）に比較して構造及び成形が簡単な上部緩衝材（仕
切り枠体）について、外箱と同様に再生が容易な段ボール紙を素材として構成することが
検討されている。
【０００７】
　しかしながら、板状の段ボール紙を折曲して、特許文献１に開示されているような、説
明書や部品等の付属品を収納するスペースとしての凹部を備えた上部緩衝材（仕切り枠体
）を構成しようとした場合、例えば、内視鏡ケースに内視鏡を収容して保管や持ち運ぶ際
のケース転倒やケース取り落とし等によって、凹部内の取扱説明書や部品等が規定以上の
力で凹部内壁を押圧することが原因で、伸長方向が互いに異なる折曲線（折り線）が交差
して構成されている凹部の角部には、応力集中が起き易い。そのため、段ボール紙を素材
にした従来の上部緩衝材は、凹部の角部に亀裂が生じ易く、樹脂材料を素材にした下部緩
衝材（保持枠体）に対して、耐久性が低いとの課題があった。
【０００８】
　本開示は、上述した段ボール紙を素材にした保持枠体を備えた内視鏡ケース特有の課題
に鑑み、保持枠体ひいては内視鏡ケース全体の耐久性の確保をはかりながら、リサイクル
も含めた環境上の性能も向上させた内視鏡ケースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本開示に係る内視鏡ケースは、
　外箱体と、
　前記外箱体に収容され、内視鏡の装置各部の外観形状に合わせた形状の保持部が枠体表
面に複数凹設され、前記外箱体内で内視鏡を保持する保持枠体と、
　前記外箱体に前記保持枠体とともに収容され、前記保持部枠体の前記保持部が複数凹設
された枠体表面を覆う仕切り枠体と、
を備え、
　前記仕切り枠体は、
　段ボール紙を折曲して構成した角筒部材で構成され、
　前記角筒部材の相対向する一方の筒壁部の対で、当該仕切り枠体の外側壁部を成形し、
　前記角筒部材の相対向する他方の筒壁部の対で、内視鏡の付属品を収容する付属品収納
室の室床部を構成する当該仕切り枠体の基底部と、前記付属品収納室に対する付属品の取
り出し/収納口となる開口部及び当該開口部と前記室床部とを繋ぐ室壁部と、を成形し、
　前記他方の筒壁部の対のうちの、前記付属品収納室の前記開口部及び前記室壁部を構成
する側の前記筒壁部は、
　当該筒壁部を構成する段ボール紙の板面上に、前記付属品収納室の前記開口部の輪郭を
規定するための角丸四角形形状の開口形成部を規定し、
　前記開口形成部には、隣接する角丸部間に挟まれた直辺それぞれを折曲線として、前記
直辺部分が固定端となり、前記直辺から前記開口形成部の中心側に向かって自由端が延び
、前記付属品収納室の前記室壁部を構成する突出片部をそれぞれ成形し、
　前記開口形成部の各角丸部及び前記各突出片部の各固定端により前記付属品収納室の前
記開口部を構成し、
　当該筒壁部を構成する段ボール紙の板面縁部と前記付属品収納室の前記開口部との間に
所在する当該筒壁部の開口周縁部には、前記角筒部材の筒幅方向に沿った前記開口形成部
の前記直辺の端部から、当該直辺部の延長方向に延びるスリットを形成した、
内視鏡ケースを提供する。
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【考案の効果】
【００１０】
　本開示によれば、内視鏡ケースにあって、保持枠体ひいては内視鏡ケース全体の必要な
耐久性の確保をはかりながら、リサイクルも含めた環境上の性能向上も向上させることが
できる。
【００１１】
　また、本開示の上記した以外の、課題、構成及び効果については、以下の実施の形態の
説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態の内視鏡ケースの閉蓋時の外観図である。
【図２】本実施形態の内視鏡ケースの開蓋時の外観図である。
【図３】本実施形態の内視鏡ケースの構成説明図である。
【図４】本実施形態の内視鏡ケースにおける、外箱体の組み立て前の状態を模式的に示し
た図である。
【図５】図４において、点線の角丸四角形枠で囲った周壁部における係合フラップの折曲
部分の拡大図である。
【図６】外箱体１０の組み立て後における図４に示した係合フラップの折曲部分の状態を
、図２中に示す矢印向きに眺めた模式図である。
【図７】本実施形態の内視鏡ケースにおける、仕切り枠体の構成図である。
【図８】本実施形態の内視鏡ケースにおける、第１の仕切り枠体の組み立て前の状態を模
式的に示した図である。
【図９】本実施形態の内視鏡ケースにおける、第２の仕切り枠体の平面図である。
【図１０】図９に示した第２の仕切り枠体の組み立て前の状態を模式的に示した図である
。
【図１１】図９に示した第２の仕切り枠体において、点線の円枠で囲った、伸長方向が互
いに異なる折曲線（折り線）の延長線が交差する付属品収納室の角部の拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本開示の一実施形態に係る内視鏡ケースについて、医療用機器の内視鏡を収納す
る内視鏡ケースを例に、図面に基づき説明する。医療用機器の内視鏡の場合、観察の対象
部位は、例えば、呼吸器，消化器等である。呼吸器は、例えば、肺，気管支，耳鼻咽喉等
である。消化器は、例えば、大腸，小腸，胃，食道，十二指腸，子宮，膀胱等である。上
述のような対象部位を観察する場合、特定の生体構造を強調した画像の活用がより効果的
である。
【００１４】
　そのため、通常、医療用機器の内視鏡は、細長い管状の挿入部と、挿入部の基端側に配
置された操作部と、一側が操作部に接続された連結可撓管（ユニバーサルコード）と、連
結可撓管の他側に設けられた、プロセッサに接続可能な内視鏡装置側コネクタと、を有す
る構成になっている。施術者は、挿入部を被検体の内部に挿入し、操作部によって操作し
て、被検体の観察部位に照射した光の戻り光を撮像素子で受光することによって、観察部
位の画像信号を取得する。
【００１５】
　＜内視鏡ケースの構成＞
　図１は、本実施形態の内視鏡ケースの閉蓋時の外観図である。
　図２は、本実施形態の内視鏡ケースの開蓋時の外観図である。
　図３は、本実施形態の内視鏡ケースの構成説明図である。
【００１６】
　内視鏡ケース１は、図示のように、段ボール紙を素材とする外箱体１０と、発泡樹脂を
素材とする保持枠体２０と、段ボール紙を素材とする仕切り枠体３０と、を有する。内視
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鏡ケース１は、図３に示すように、保持枠体２０、仕切り枠体３０が、保持枠体２０、仕
切り枠体３０の順で重ねられて、外箱体１０の開口部（収納室開口部）１２から収納室１
１に収容される構成になっている。
【００１７】
　保持枠体２０は、外箱体１０の収納室開口部１２に臨む枠体表面に、内視鏡の装置各部
の外観形状にそれぞれ形状を合わせた、複数の保持部２１が予め凹設されている。内視鏡
の装置各部は、保持枠体２０に凹設されている対応形状の保持部２１にそれぞれ搭載（格
納）されて、外箱体１０の開口部（収納室開口部）１２から収納室１１に収納される。内
視鏡の装置各部の、保持枠体２０の対応形状の保持部２１に対する搭載は、例えば、外箱
体１０に予め収容されたままになっている状態の保持枠体２０に対して、または、外箱体
１０には未だ収容されていない、外箱体１０から取り出された状態の保持枠体２０に対し
ての、いずれの方法であっても構わない。
【００１８】
　そして、凹設された保持部２１に内視鏡の対応する装置各部が搭載され、外箱体１０に
収容された保持枠体２０の枠体表面は、仕切り枠体３０が搭載されて覆われる。仕切り枠
体３０の、外箱体１０の収納室開口部１２に臨む枠体表面には、取扱説明書や鉗子，洗浄
ブラシといった内視鏡付属品が収容される付属品収納室３１が設けられている。
【００１９】
　内視鏡ケース１は、内視鏡の装置各部が対応形状の保持部２１に搭載されている保持枠
体２０が収納室１１に収容されている状態で、保持枠体２０の枠体表面が仕切り枠体３０
で覆われ、仕切り枠体３０の付属品収納室３１に内視鏡付属品を収容された上で、外箱体
１０の収納室開口部１２が施蓋される。
【００２０】
　持ち運びの際は、図１に示すように、外箱体１０に取り付け固定されている樹脂製の把
手１５を把持して、内視鏡ケース１を持ち運ぶ。ケースの転倒や取り落とし等で内視鏡ケ
ース１に外部から加わる衝撃や振動は、段ボール紙を素材とする外箱体１０自体、外箱体
１０内で内視鏡の装置各部を保持している発泡樹脂を素材とする保持枠体２０、及び段ボ
ール紙を素材とする仕切り枠体３０それぞれによって緩衝され、収容された内視鏡の保護
がはかれるようになっている。
【００２１】
　次に、このような内視鏡ケース１を構成する外箱体１０、保持枠体２０、仕切り枠体３
０それぞれの具体的な構成例について、詳述する。
【００２２】
　＜外箱体＞
　図４は、外箱体の組み立て前の状態を模式的に示した図である。
【００２３】
　外箱体１０は、段ボール紙を素材とし、外箱体１０の矩形状の箱底を形成する基底部１
１０と、基底部１１０の外郭の各辺部で谷折り折曲され、基底部１１０に対して立設され
、外箱体１０の箱周面及び箱開口を形成する周壁部１２０（１２１－１２４）と、周壁部
１２０（１２１－１２４）のうちの一の周壁部（例えば、周壁部１２４）の、基底部１１
０と接続されていない側の外郭の辺部から谷折り折曲されて、外箱体１０の蓋を形成する
蓋体部１３０と、を有する。
【００２４】
　外箱体１０の各周壁部１２０（１２１－１２４）には、隣り合う周壁部１２０同士を一
体的に連結するための係合フラップ１２０Ｆ（１２１Ｆ１・Ｆ２、１２２Ｆ１、１２３Ｆ
１・Ｆ２、１２４Ｆ１）が設けられている。
【００２５】
　これにより、外箱体１０の収納室１１及び収納室開口部１２は、基底部１１０に対して
周壁部１２０（１２１－１２４）それぞれを谷折り折曲して立設し、周壁部１２０（１２
１－１２４）同士の係合フラップ１２０Ｆ（１２１Ｆ１・Ｆ２、１２２Ｆ１、１２３Ｆ１
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・Ｆ２、１２４Ｆ１）を谷折り折曲して、隣り合う周壁部１２０の係合フラップ１２０Ｆ
同士を係合させて、隣り合う周壁部１２０同士を連結することにより、直方体形状の空間
として規定される。
【００２６】
　その際、蓋体部１３０が接続された周壁部１２０（１２１）と組立状態で相対向するこ
とになる周壁部１２０（１２３）には、収納室１１の外部に向けて突出させるようにして
、樹脂製の把手１５が取り付け固定されている。
【００２７】
　これに対し、蓋体部１３０は、収納室開口部１２を覆うため矩形状の本体部１３１と、
この本体部１３１の、基底部１１０と接続されていない外郭辺部から谷折り折曲されて、
把手１５が取り付け固定された周壁部１２０（１２３）と重合可能な重合部１３２と有す
る。
【００２８】
　そして、蓋体部１３０の本体部１３１及び重合部１３２には、谷折り折曲されて収納室
開口部１２を形成する周壁部１２０（１２１－１２４）のうちの周壁部１２２－１２４と
係合して、蓋体部１３０の閉塞状態を保持するための係合フラップ１３０Ｆ（１３１Ｆ１
・Ｆ２、１３２Ｆ１・Ｆ２）が設けられている。また、蓋体部１３０の重合部１３２には
、周壁部１２３との重合状態で、周壁部１２３に取り付け固定された把手１５を挿通させ
るための挿通孔１３３が貫通形成されている。
【００２９】
　これにより、蓋体部１３０は、本体部１３１の係合フラップ１３１Ｆ１，１３１Ｆ２を
、外箱体１０の収納室開口部１２を規定する周壁部１２２，１２４の谷折り折曲された係
合フラップ１２２Ｆ１，１２４Ｆ１の露出面に当接させ、重合部１３２の係合フラップ１
３２Ｆ１，１３２Ｆ２を、係合状態で対向状態になる周壁部１２４と周壁部１２３の係合
フラップ１２３Ｆ１との間の隙間、同じく係合状態で対向状態になる周壁部１２２と周壁
部１２３の係合フラップ１２３Ｆ２との間の隙間に嵌入することにより、蓋体部１３０は
、収納室開口部１２を閉塞するように保持される。
【００３０】
　図５は、図４において、点線の角丸四角形枠で囲った周壁部における係合フラップの折
曲部分の拡大図である。
【００３１】
　図５に示すように、周壁部１２３における係合フラップ１２３Ｆ２の折曲部分において
、係合フラップ１２３Ｆ２の折曲線Ｘは、両端側部分に対して中央部分が、例えば断ボー
ル紙の略紙厚分だけ把手１５側に寄って、湾曲した弧状の折曲線Ｘになっている。また、
係合フラップ１２３Ｆ１の折曲線Ｘについても、同様になっている。
【００３２】
　そのため、係合フラップ１２３Ｆ２，１２３Ｆ１を弧状の折曲線Ｘで谷折り折曲した際
、係合フラップ１２３Ｆ２，１２３Ｆ１の折曲線が弧状の折曲線Ｘであることで、折曲さ
された係合フラップ１２３Ｆ２，１２３Ｆ１それぞれの段ボール紙の板面は、折曲線Ｘの
湾曲に合わせて反ることになる。
【００３３】
　図６は、外箱体１０の組み立て後における図４に示した係合フラップの折曲部分の状態
を、図２中に示す矢印向きに眺めた模式図である。
【００３４】
　図３に示すような、収納室開口部１２を蓋体部１３０によって閉塞する前の外箱体１０
の組み立て状態において、係合フラップ１２３Ｆ２，１２３Ｆ１の折曲線が図５に示すよ
うに弧状の折曲線Ｘであった場合は、折曲された係合フラップ１２３Ｆ２，１２３Ｆ１の
段ボール紙の板面が反っている分だけ、折曲された周壁部１２２，１２４の段ボール紙の
板面を、周壁部１２３側に近づけることができる。これに伴い、図３に示すような外箱体
１０の組み立て状態で対向状態になる周壁部１２２と周壁部１２３の係合フラップ１２３
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Ｆ２との間の隙間の大きさ、同じく対向状態になる周壁部１２４と周壁部１２３の係合フ
ラップ１２３Ｆ１との間の隙間の大きさ、すなわち、蓋体部１３０における重合部１３２
の係合フラップ１３２Ｆ２，１３２Ｆ１が嵌入される外箱体１０の隙間の大きさを、係合
フラップ１２３Ｆ２の折曲線が直線状の折曲線で、折曲された係合フラップ１２３Ｆ２，
１２３Ｆ１の段ボール紙の板面に反りがない場合よりも、小さな値ｄにすることができる
。
【００３５】
　これにより、蓋体部１３０の重合部１３２の係合フラップ１３２Ｆ１，１３２Ｆ２を、
外箱体１０の組み立て状態で対向状態になる周壁部１２２と周壁部１２３の係合フラップ
１２３Ｆ２との間の隙間、同じく対向状態になる周壁部１２４と周壁部１２３の係合フラ
ップ１２３Ｆ１との間の隙間に嵌入する場合もしっかりと嵌入させることでき、その嵌入
後も、係合フラップ１２３Ｆ２，１２３Ｆ１の反りの弾性復元力でしっかりと嵌入状態が
維持される。この結果、内視鏡ケース１の持ち運び時等の蓋体部１３０による施蓋の緩み
を防ぐことができる。
【００３６】
　＜保持枠体＞
　保持枠体２０は、発泡樹脂を素材とし、収納室１１に嵌装可能な枠体の収納室開口部１
２に臨む枠体表面に、内視鏡の装置各部の外観形状にそれぞれ形状を合わせた、複数の保
持部２１が凹設されて形成されている。なお、保持枠体２０の素材としては、発泡樹脂に
限らず、衝撃吸収性を備え、加工及び成形が容易な素材であれば、発泡樹脂に限定されな
い。
【００３７】
　また、図示の例では、保持枠体２０の枠体表面は、図３に示すように、枠体表面の外縁
部２２ｂは、その内側の、複数の保持部２１が凹設されている枠体表面の矩形状の内方部
２２ａよりも枠体表面の鉛直方向に所定量だけ突出し、凸状外縁部２２ｂになっている。
したがって、図示の例では、この凸状外縁部２２ｂよりも内側の内方部２２ａが、内視鏡
の装置各部の収納領域になり、仕切り枠体３０で閉塞される被閉塞部になる。凸状外縁部
２２ｂには、その途中に、仕切り枠体３０の取り出し用の切欠部２２ｃが形成されている
。切欠部２２ｃは、保持枠体２０の枠体表面に搭載された仕切り枠体３０を外箱体１０か
ら取り出し、保持枠体２０の枠体表面部分２２ａを露出させる際に利用される。
【００３８】
　＜仕切り枠体＞
　図７は、仕切り枠体の構成図である。
　図８は、第１の仕切り枠体の組み立て前の状態を模式的に示した図である。
【００３９】
　本開示では、仕切り枠体３０は、ともに段ボール紙を素材とした、第１仕切り枠体４０
と、第２仕切り枠体５０とで分割構成されている。仕切り枠体３０は、保持枠体２０の枠
体表面を閉塞するように、保持枠体２０の枠体表面に第１仕切り枠体４０と第２仕切り枠
体５０とを並べて搭載され、収納室１１に収容される。
【００４０】
　第１仕切り枠体４０は、矩形状の基底部４１５を有する上面開放の有底の箱体部４１０
と、箱体部４１０の２組の相対向する側壁部４１１・４１３，４１２・４１４の対のうち
の、１組の側壁部の対を構成する側壁部（例えば、側壁部４１１・４１３）それぞれに係
合した２つ角筒部４２０，４３０と、を備えた構成になっている。第１仕切り枠体３１の
角筒部３２０，３３０それぞれの筒軸方向に沿った長さは、保持枠体２０の枠体表面にお
ける矩形状の収納領域の短辺長さと略等しくなっており、角筒部３２０，３３０と係合す
る箱体部３１０の側壁部３１１・３１３，３１２・３１４の対それぞれの側壁長さよりも
長くなっている。
【００４１】
　箱体部４１０は、段ボール紙を素材とし、図８に示すように、箱体部４１０の矩形状の
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箱底を形成する基底部４１１０と、基底部４１１０の外郭の各辺部で谷折り折曲され、基
底部４１１０に対して立設され、箱体部４１０の箱周面及び箱開口を形成する周壁部４１
２０（４１２１－４１２４）と、を有する。基底部４１１０には、保持枠体２０に保持さ
れた装置部分の特定部分が第１仕切り枠体４０をその取り外し方向に押し上げないように
するため等を目的とした貫通孔４１も必要に応じて設けられている。
【００４２】
　そして、周壁部４１２０（４１２１－４１２４）それぞれには、隣り合う周壁部１２０
同士を一体的に連結するための係合フラップ４１２０Ｆ（４１２１Ｆ１・Ｆ２・Ｆ３、４
１２２Ｆ、４１２３Ｆ１・Ｆ２・Ｆ３、４１２４Ｆ）が設けられている。
【００４３】
　これにより、箱体部４１０は、基底部４１１０に対して周壁部４１２０（４１２１－４
１２４）それぞれを谷折り折曲して立設し、周壁部４１２０（４１２１－４１２４）同士
の係合フラップ４１２０Ｆ（４１２１Ｆ１・Ｆ２・Ｆ３、４１２２Ｆ、４１２３Ｆ１・Ｆ
２・Ｆ３、４１２４Ｆ）を谷折り折曲して、隣り合う周壁部４１２０の係合フラップ４１
２０Ｆ同士を係合させて、隣り合う周壁部４１２０同士を連結することにより規定される
。
【００４４】
　これに対し、角筒部４２０は、２組の相対向する矩形状の周壁部４２２０の対（周壁部
４２２１と４２２３との対、及び周壁部４２２２と４２２３との対）を備えている。
【００４５】
　角筒部４２０は、段ボール紙を素材とし、図８に示すように、２組の相対向する矩形状
の周壁部４２２０の対（周壁部４２２１と４２２３との対、及び周壁部４２２２と４２２
３との対）のうち、一方の対の周壁部４２２０（例えば、周壁部４２２１）と他方の対の
周壁部４２２０（例えば、周壁部４２２２）とが折曲線で区切られて交互に連接配置され
、配置順が末尾の周壁部４２２０（例えば、周壁部４２２４）に配置順が最初の周壁部４
２２０（例えば、周壁部４２２１）との重合フラップ４２２５が連接配置された段ボール
紙を、折曲線に沿って折曲して筒状に成形される。
【００４６】
　その際、段ボール紙の配置順が最初の周壁部４２２１、重合フラップ４２２５、及ぶ重
合フラップ４２２５の折曲線部分には、箱体部４１０の周壁部４１２１，４１２２，４１
２３が嵌合する溝及び貫通孔からなる係合部４２３０が設けられている。
【００４７】
　なお、角筒部４３０の構成については、角筒部４２０と同様なので、角筒部４２０の各
部に該当する部分については、符号の下２桁の数字（「４３－－」）について同一にし、
その説明は省略する。次に、第２の仕切り枠体５０の構成について説明する。
【００４８】
　図９は、第２の仕切り枠体の平面図である。
　図１０は、図９に示した第２の仕切り枠体の組み立て前の状態を模式的に示した図であ
る。
　図１１は、図９に示した第２の仕切り枠体において、点線の円枠で囲った、伸長方向が
互いに異なる折曲線（折り線）の延長線が交差する付属品収納室の角部の拡大図である。
【００４９】
　第２の仕切り枠体５０は、図９に示すように、矩形状の箱床部５１０と、箱床部５１０
各縁辺部から箱床部５１０の床部面に対して垂直方向に延びる内側壁部５２０（５２１－
５２４）及び外側壁部５３０（５３1，５３３）と、箱床部５１０の床部面に対して垂直
方向を第２の仕切り枠体５０の高さ方向として箱床部５１０の床部面を下側とした場合に
、内壁壁部５２０の上端辺縁部と外側壁部５２０の上端辺縁部とを繋ぎ、箱床部５１の床
部面と略平行な箱枠端面を形成する箱枠上端部５４０と、を有する直方体形状の箱枠体の
外観を有する。そして、第２の仕切り枠体５０の箱床部５１０と内側壁部５２０（５２１
－５２４）とで仕切られた凹所空間５５０は、内視鏡ケース１の、図示せぬ説明書や部品
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等の付属品を収納しておくための付属品収納室３１になる。
【００５０】
　図１０に示すように、第２の仕切り枠体５０は、段ボール紙を素材とし、第２の仕切り
枠体５０の箱床部５１０を含む矩形状の枠体底部を形成する基底部５１００と、基底部５
１００の一対の相対向する外郭の各辺部で谷折り折曲され、基底部５１００に対して立設
され、第２の仕切り枠体５０の外側壁部５３０（５３1，５３３）を形成する外周壁部５
３００（５３０１，５３０２）と、外周壁部５３０２の基底部５１００側とは接続されて
いない反対側の外郭の辺部で谷折り折曲され、付属品収納室３１に対する付属品の取り出
し/収納口となる凹所空間開口部５５１を画成する箱枠上端部５４０、及び箱枠上端部５
４０と箱床部５１０とを繋ぐ内周壁部５２０（５２１－５２４）を形成する矩形状の平面
部５４００と、平面部５４００の外周壁部５３３０とは接続されていない反対側の外郭の
辺部で谷折り折曲され、外周壁部５３００と重合されて第２の仕切り枠体５０の外側壁部
５３０を形成する重合部５５００と、が形成されている。
【００５１】
　そして、第２の仕切り枠体５０の平面部５４００には、凹所空間開口部５５１の輪郭を
規定するための角丸四角形形状の開口形成部５４１０が規定されている。開口形成部５４
１０には、その角丸四角形形状における隣接する角丸部５４２０（５４２１－５４２４）
間に挟まれた直辺部５４３０（５４３１－５４３４）それぞれを折曲線として、この直辺
部５４３０（５４３１－５４３４）が固定端となり、直辺部５４３０それぞれから開口形
成部５４１０の中心側に向かってそれぞれ自由端が延び、付属品収納室３１の室壁部とな
る第２の仕切り枠体５０の各内周壁部５２０（５２１－５２４）を形成する突出片部５６
００（５６０１－５６０４）が形成されている。各突出片部５６００（５６０１－５６０
４）は、突出方向に沿った所定位置の、突出方向に垂直な折曲線を境にして、基端側の室
壁形成部５６１０（５６１１－５６１４）と、自由端側の重合部５６２０（５６２１－５
６２４）とに分かれている。基端側の室壁形成部５６１０には、重合部５６２０（５６２
１－５６２４）との折曲線よりも、略段ボール紙の紙厚長さ部分だけ重合部５６２０側に
突出した係合凸部５６３０（５６３１－５６３４）が切リ抜き成形されている。これに伴
い、基底部５１００には、第２の仕切り枠体５０の箱床部５１０の外郭に沿って、平面部
５４００の突出片部５６００（５６０１－５６０４）に形成された係合凸部５６３０（５
６３１－５６３４）が嵌合する嵌合孔５１１０（５１１１－５１１４）が切リ抜き成形さ
れている。
【００５２】
　第２の仕切り枠体５０では、基底部５１００に対して外周壁部５３００（５３０１，５
３０２）それぞれを谷折り折曲して立設し、外周壁部５３０２に対して平面部５４００を
谷折り折曲し、平面部５４００に対して重合部５５００を谷折り折曲して外周壁部５３０
１に接合する。これにより、第２の仕切り枠体５０は、外周壁部５３０１，基底部５１０
０，外周壁部５３０２，及び平面部５４００によって周壁部が形成された角筒部材になっ
ている。
【００５３】
　その上で、第２の仕切り枠体５０では、平面部５４００において直辺部５４３１を折曲
線として平面部５４００に対して突出片部５６０１を谷折り折曲し、また、突出片部５６
０１において基端側の室壁形成部５６１１に対して自由端側の重合部５６２１を谷折り折
曲して、室壁形成部５６１１の係合凸部５６３１を基底部５１００の嵌合孔５１１１に嵌
合し、自由端側の重合部５６２１を基底部５１００に接合する。これにより、第２の仕切
り枠体５０は、外周壁部５３０１、基底部５１００、突出片部５６０１の室壁形成部５６
１１、及び平面部５４００によって周壁部が形成された角筒部６１（図９参照）を有した
構成になっている。
【００５４】
　また、第２の仕切り枠体５０では、平面部５４００において直辺部５４３３を折曲線と
して平面部５４００に対して突出片部５６０３を谷折り折曲し、また、突出片部５６０３
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において基端側の室壁形成部５６１３に対して自由端側の重合部５６２３を谷折り折曲し
て、室壁形成部５６１３の係合凸部５６３３を基底部５１００の嵌合孔５１１３に嵌合し
、自由端側の重合部５６２３を基底部５１００に接合する。これにより、角筒部材からな
る第２の仕切り枠体５０には、外周壁部５３０１、基底部５１００、突出片部５６０３の
室壁形成部５６１３、並びに基底部５１００によって周壁部が形成された角筒部６３（図
９参照）を有した構成になっている。
【００５５】
　また、第２の仕切り枠体５０では、平面部５４００において直辺部５４３２を折曲線と
して平面部５４００に対して突出片部５６０２を谷折り折曲し、また、突出片部５６０２
において基端側の室壁形成部５６１２に対して自由端側の重合部５６２２を谷折り折曲し
て、室壁形成部５６１２の係合凸部５６３２を基底部５１００の嵌合孔５１１２に嵌合し
、自由端側の重合部５６２２を基底部５１００に接合する。これにより、角筒部材からな
る第２の仕切り枠体５０には、平面部５４００、突出片部５６０２の室壁形成部５６１２
、並びに基底部５１００による断面Ｕ字状の梁部６２（図９参照）を有した構成になって
いる。
【００５６】
　また、第２の仕切り枠体５０では、平面部５４００において直辺部５４３４を折曲線と
して平面部５４００に対して突出片部５６０４を谷折り折曲し、また、突出片部５６０４
において基端側の室壁形成部５６１４に対して自由端側の重合部５６２４を谷折り折曲し
て、室壁形成部５６１４の係合凸部５６３４を基底部５１００の嵌合孔５１１４に嵌合し
、自由端側の重合部５６２４を基底部５１００に接合する。これにより、角筒部材からな
る第２の仕切り枠体５０には、平面部５４００、突出片部５６０４の室壁形成部５６１４
、並びに基底部５１００によって、断面Ｕ字状の梁部６４（図９参照）を有した構成にな
っている。
【００５７】
　すなわち、第２の仕切り枠体５０は、その組立状態で、第２の仕切り枠体５０全体が角
筒部材になっているとともに、図９に示すように、互いに平行な角筒部６１と角筒部６３
とのそれぞれ両端を、角筒部材からなる、互いに平行な断面Ｕ字状の梁部６２と断面Ｕ字
状の梁部６４とによって連結した構成になっている。
【００５８】
　その上で、第２の仕切り枠体５０の平面部５４００には、互いに平行な角筒部６１及び
角筒部６３と互いに平行な断面Ｕ字状の梁部６２及び断面Ｕ字状の梁部６４とは、第２の
仕切り枠体５０の平面部５４００に設けられた破線状のスリット部７０（７１－７４）に
よって、平面部５４００上で仕切られた構成になっている。
【００５９】
　スリット部７１は、梁部６２の延設方向に沿った、角丸四角形形状の開口形成部５４１
０において隣接する角丸部５４２２・５４２３間に挟まれた直辺部５４３２の角丸部５４
２２側の端部から、当該直辺部５４３２の延長方向に平面部５４００上を延びる構成にな
っている。また、角丸部５４２２も、図１１に示すように、角丸部５４２２・５４２３間
に挟まれた直辺部５４３２の延長線と角丸部５４２２・５４２１間に挟まれた直辺部５４
３１の延長線とによって形成される角部に対して、当該角部の外方に突出する部分がない
円弧形状になっている。
【００６０】
　スリット部７２は、梁部６２の延設方向に沿った、角丸四角形形状の開口形成部５４１
０の、隣接する角丸部５４２２・５４２３間に挟まれた直辺部５４３２の角丸部５４２３
側の端部から、当該直辺部５４３２の延長方向に平面部５４００上を延びる構成になって
いる。また、角丸部５４２３も、同様に、角丸部５４２３・５４２２間に挟まれた直辺部
５４３２の延長線と角丸部５４２３・５４２４間に挟まれた直辺部５４３３の延長線とに
よって形成される角部に対して、当該角部の外方に突出する部分がない円弧形状になって
いる。
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【００６１】
　スリット部７３は、梁部６４の延設方向に沿った、角丸四角形形状の開口形成部５４１
０の、隣接する角丸部５４２４・５４２１間に挟まれた直辺部５４３４の角丸部５４２４
側の端部から、当該直辺部５４３４の延長方向に平面部５４００上を延びる構成になって
いる。また、角丸部５４２４も、同様に、角丸部５４２４・５４２３間に挟まれた直辺部
５４３３の延長線と角丸部５４２４・５４２１間に挟まれた直辺部５４３４の延長線とに
よって形成される角部に対して、当該角部の外方に突出する部分がない円弧形状になって
いる。
【００６２】
　スリット部７４は、梁部６４の延設方向に沿った、角丸四角形形状の開口形成部５４１
０の、隣接する角丸部５４２４・５４２１間に挟まれた直辺部５４３４の角丸部５４２１
側の端部から、当該直辺部５４３４の延長方向に平面部５４００上を延びる構成になって
いる。また、角丸部５４２１も、同様に、角丸部５４２１・５４２４間に挟まれた直辺部
５４３４の延長線と角丸部５４２１・５４２２間に挟まれた直辺部５４３１の延長線とに
よって形成される角部に対して、当該角部の外方に突出する部分がない円弧形状になって
いる。
【００６３】
　＜内視鏡ケースの作用＞
　本実施形態の内視鏡ケース１では、第１仕切り枠体４０と第２仕切り枠体５０とからな
る仕切り枠体３０は、図２に示すように、内視鏡の装置各部をそれぞれ対応の保持部２１
に保持した状態の保持枠体２０が外箱体１０の収納室１１に収容されている状態で、保持
枠体２０の枠体表面に搭載されて、外箱体１０の収納室１１に収容される。
【００６４】
　その際、図１に示した、外箱体１０の閉蓋状態で把手１５を上方に臨ませた内視鏡ケー
ス１の起立姿勢状態で、仕切り枠体３０の第１仕切り枠体４０は、その角筒部４２０，４
３０の筒軸方向が内視鏡ケース１の起立姿勢状態における上下方向となるように、図２に
示すようにして外箱体１０の収納室１１に収容される。仕切り枠体３０の第２仕切り枠体
４０は、角筒部５１，５３が内視鏡ケース１の起立姿勢状態における上下方向について相
対向するように、図２に示すようにして外箱体１０の収納室１１に収容される。
【００６５】
　また、外箱体１０の収納室１１に収容された第２仕切り枠体４０の凹所空間５５０から
なる仕切り枠体３０の付属品収納室３１には、取扱説明書や鉗子，洗浄ブラシといった内
視鏡付属品が収容される。外箱体１０は、蓋体部１３０の係合フラップ１３０Ｆ（１３１
Ｆ１・Ｆ２、１３２Ｆ１・Ｆ２）を周壁部１２０（１２１－１２４）に係合し、把手１５
を蓋体部１３０の挿通孔１３３に挿通して、内視鏡ケース１は施蓋される。
【００６６】
　ここで、施蓋された内視鏡ケース１の起立姿勢状態での持ち運びにおいて、例えば、内
視鏡ケース１を取り落とす、内視鏡ケース１を乱暴に置く、内視鏡ケース１を転倒させる
等して、仕切り枠体３０の付属品収納室３１（すなわち、第２仕切り枠体４０の凹所空間
５５０）を形成する第２仕切り枠体４０の内側壁部５２１を、内視鏡付属品が大きな力で
押圧してしまう場合を想定する。
【００６７】
　この場合、第２仕切り枠体４０の凹所空間５５０を形成する内側壁部５２１は、外周壁
部５３０１、基底部５１００、突出片部５６０１の室壁形成部５６１１、及び平面部５４
００によって周壁部が形成された角筒部６１の、周壁部の一部である突出片部５６０１の
室壁形成部５６１１であるので、この角筒部６１の筒状ケーシング構造によって、内視鏡
付属品が大きな力で内側壁部５２１を押圧しても、押圧力を受け止める角筒部６１の筒の
撓み変形等で内視鏡付属品が受ける衝撃を緩衝することができる。
【００６８】
　その際、第２仕切り枠体４０の角筒部６１は、第２仕切り枠体５０の平面部５４００に
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設けられたスリット部７１，７４によって、角筒部６１の両端側にそれぞれ接続された、
角筒部材からなる第２の仕切り枠体５０の、平面部５４００、突出片部５６０２の室壁形
成部５６１２、並びに基底部５１００による断面Ｕ字状の梁部６２、及び、平面部５４０
０、突出片部５６０４の室壁形成部５６１４、並びに基底部５１００による断面Ｕ字状の
梁部６４それぞれと仕切られている。そのため、第２仕切り枠体４０における角筒部６１
と、第２仕切り枠体４０の角筒部材で構成された梁部６２，６４とは、それぞれ独立した
筒状部になっている。
【００６９】
　その結果、スリット部７１，７４があるため、押圧力を受け止める角筒部６１は、その
筒の撓み変形に対する梁部６２，６４からの干渉が緩和され、内視鏡付属品から角筒部６
１が受けた押圧力も梁部６２，６４にそのまま直接伝わることがなくなる。
【００７０】
　加えて、角丸四角形形状の開口形成部５４１０の角丸部５４２１，５４２２は、角筒部
６１の軸長方向に関して、いずれもスリット部７１，７４に対して角筒部６１側に位置し
、かつ、直辺部５４３４の延長線と直辺部５４３１の延長線とによって形成される角部、
直辺部５４３１の延長線と直辺部５４３２の延長線とによって形成される角部の外方に突
出する部分がない円弧形状になっているので、角丸部５４２１，５４２２での応力集中も
起きにくくなる。
【００７１】
　これらにより、第２仕切り枠体４０の内側壁部５２２や開口形成部５４１０の角丸部５
４２１，５４２２には、亀裂が生じ難くなり、仕切り枠体３０の耐久性の向上をはかるこ
とができる。
【００７２】
　また、具体的な詳細な説明を省略するが、内視鏡ケース１を落とす、内視鏡ケース１を
乱暴に置く、内視鏡ケース１を転倒させる等して、仕切り枠体３０の付属品収納室３１（
すなわち、第２仕切り枠体４０の凹所空間５５０）を形成する第２仕切り枠体４０の内側
壁部５２３を、内視鏡付属品が大きな力で押圧してしまう場合や、第２仕切り枠体４０の
内側壁部５２２又は内側壁部５２４を、内視鏡付属品が大きな力で押圧してしまう場合も
、上述した第２仕切り枠体４０の内側壁部５２１、内視鏡付属品が大きな力で押圧してし
まう場合と同様な作用・効果を奏することができる。
【００７３】
　以上から、本実施形態に係る内視鏡ケース１によれば、保持枠体２０ひいては内視鏡ケ
ース１全体の必要な耐久性の確保をはかりながら、リサイクルも含めた環境上の性能向上
を向上させることができる。
【００７４】
　なお、本開示に係る内視鏡ケースの実施形態は、図示した実施形態の具体的な構成に限
られるものではなく、種々の変形例が採用可能である。また、図示した実施形態では、内
視鏡ケース１では、医療用機器の内視鏡の内視鏡ケースを例に説明したが、医療用機器以
外の用途に用いられる内視鏡の内視鏡ケースにも適用可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　１　内視鏡ケース、
　付属品、
　１０　外箱体、
　１１　収納室、
　１２　収納室開口部、
　１５　把手、
　１１０　基底部、
　１２０　周壁部、
　１２０Ｆ　係合フラップ、
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　１３０　蓋体部、
　１３０Ｆ　係合フラップ、
　１３１　本体部、
　１３２　重合部、
　１３３　挿通孔、
　２０　保持枠体、
　２１　保持部、
　２２ａ　枠体表面内方部、
　２２ｂ　凸状外縁部、
　２２ｃ　切欠部、
　３０　仕切り枠体、
　３１　付属品収納室、
　４０　第１仕切り枠体、
　４１０　箱体部、
　４１１０　基底部、
　４１１１　貫通孔、
　４１２０（４１２１－４１２４）　周壁部、
　４２０　角筒部、
　４２２０（４２２１－４２２４）　周壁部、
　４２２５　重合フラップ、
　４２３０　係合部、
　４３０　角筒部、
　５０　第２仕切り枠体、
　５１０　箱床部、
　５２０（５２１－５２４）　内側壁部　、
　５３０（５３１－５３４）　外側壁部、
　５４０　箱枠上端部、
　５５０　凹所空間、
　５５１　凹所空間開口部
　５１００　基底部、
　５１１０（５１１１－５１１４）　嵌合孔
　５３００（５３０１，５３０２）　外周壁部、
　５４００　平面部、
　５４１０　開口形成部、
　５４２０（５４２１－５４２４）　角丸部、
　５４３０（５４３１－５４３４）　直辺部、
　５５００　重合部、
　５６００（５６０１－５６０４）　突出片部、
　５６１０（５６１１－５６１４）　室壁形成部、
　５６２０（５６２１－５６２４）　重合部、
　５６３０（５６３１－５６３４）　係合凸部、
　６１，６３　角筒部、
　６２，６４　梁部、
　７０（７１－７４）　スリット部。
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